
＜運営規程の概要＞

＜従業者の勤務体制＞

＜秘密の保持＞

○

○

○

　医師

協力医療機関 　五泉中央病院、中谷医院、笹川歯科医院

職　種

　管理者

　看護職員

特別養護老人ホーム　帛の郷
種 類

事 業 所 番 号

　五泉市本町６丁目７－７ 管 理 者 捧　直人

帛の郷　

（地域密着型介護老人福祉施設生活介護）

フリガナ トクベツヨウゴロウジンホームキヌノサト サ ー ビ ス の 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

事業所名

電話番号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 　0250-43-3370

利用定員

　0250-47-4300

1591700131

所在地

〒959-1865 フ リ ガ ナ ササゲ　ナオト

利用料
　法定代理受領分

　法定代理受領分以外

　食費：1,491円/日　　居住費：2,136円/日
　特別な食費：実費　　理美容：実費
　入居者の希望による日常生活費（身の回り品および教養娯楽費）：実費
　入居者の希望による電化製品使用にかかる電気代：1コンセント：1,200円/月

その他の
費用

厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分（別掲）

厚生労働大臣が定める告示上の基準額（別掲）

　生活相談員

　介護職員

　機能訓練指導員

　管理栄養士

　介護支援専門員

当施設の従業者は、その業務上知り得た入居者及び家族の秘密については、正当な理由がない限
り、決して漏らしません。

従業員が当施設の従業員でなくなった後においても、当事業者の責任において、当該従業員が業務
上知り得た入居者及びその家族の秘密の保持を行います。

当事業者は、サービス担当者会議等において入居者の個人情報を用いる場合は入居者の同意を、
入居者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとします。

　29名

　常勤：併設の事業所、他の職種と兼務

　常勤：他の職種と兼務

　常勤：併設事業所と兼務

備　考

　常勤：併設の事業所、他の職務と兼務

　嘱託：併設事業所と兼務

　常勤：併設の事業所、他の職種と兼務

　常勤：併設事業所と兼務

　常勤：併設事業所と兼務

員　数

　1人

　1人

　1人以上

　２人以上

　10人以上

　1人以上

　1人以上

　1人以上



＜虐待防止のための措置＞

〇

〇

〇

〇

＜事故発生時の対応＞

○

○

○

＜緊急時における対応方法＞

〇

＜非常災害対策＞

〇

〇

＜業務継続計画の策定＞

〇

〇

〇

＜苦情処理の体制＞

〇

＜利用料＞

〇基本部分

当事業者は虐待防止のための指針を整備しています。

虐待防止のための研修を定期的に実施しています。

虐待防止のための担当者を定めています。

サービス提供中に入居者の体調や容体の急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに嘱託医
又はあらかじめ事業者が定めた協力病院に連絡する等の必要な措置を講じます。

当事業者は、施設に所在する地域の環境及び入居者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する
具体的計画を定めています。

当事業者は、入居者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速や
かに損害賠償を行います。

当事業者は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

当事業者は、入居者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに入居者
の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

当事業者は虐待防止のための対策を検討する委員会を開催し内容を従業者へ周知しています。

要介護度 基本利用料 利用者負担金（自己負担1割の場合）

非常災害、その他の緊急時に備え、年2回以上の避難訓練を実施しています。

当事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するための計画
（業務継続計画）を定め、必要な措置を講じています。

業務継続計画を従業者に周知し、必要な研修、訓練を実施しています。

業務継続計画は必要に応じ見直し、変更を行っています。

「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」のとおりとなります。

6,820 円

　サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として下記の基本料金の１割（一定以
上の所得のある方は2割もしくは３割）の額です。

828

901

円

要介護２ 7,530 円 円

682

753

要介護１

円

要介護４ 9,010 円 円

要介護３ 8,280 円

円

※利用料は１日当たりの料金です。 

要介護５ 9,710 円 971



配置医師緊急対応加算（深夜） 13,000 円

配置医師緊急対応加算（早朝・夜間）

30

40

6,500

円

円

円

利用者負担金（自己負担1割の場合）

認知症チームケア加算（Ⅰ）

認知症チームケア加算（Ⅱ）

〇加　算

加算 基本利用料

円

円

円

円

円

円 円11

30

60

12

20

個別機能訓練加算（Ⅰ） 120 円

円

夜勤職員配置加算（Ⅳ） 610 円

円

120 円 円

円

円

円

日常生活継続支援加算 460 円 円

若年性認知症 利用者受入加算

経口移行加算 280 円

3,000 円

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

退院時栄養情報連携加算

5,940 円

1,500

円療養食加算(1回） 60

円

看護体制加算（Ⅰ）イ

1,200 円

円

特別通院送迎加算

円

円

円

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 円

100

1,000

4,000

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円 円

円

325

円

円

円

200

円

円

15

20

円10

3

13

円

円

円

排せつ支援加算（Ⅱ）

100排せつ支援加算（Ⅰ）

認知症行動・心理症状緊急対応加算 2,000

再入所時栄養連携加算(1回） 2,000

150

1,200

退所時情報提供加算

円

経口維持加算（Ⅱ）

自立支援促進加算

円

配置医師緊急対応加算（勤務時間外） 3,250

認知症専門ケア加算Ⅰ

認知症専門ケア加算Ⅱ

個別機能訓練加算（Ⅱ） 200 円

110栄養マネジメント強化加算

円

個別機能訓練加算（Ⅲ） 円200

経口維持加算（Ⅰ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 30 円

3

4

650

1300

200

円

排せつ支援加算（Ⅲ）

円

円

300

600

700 円

円

230 円

1,000

円

円

看護体制加算（Ⅱ）イ

400

円

100

生活機能向上連携加算（Ⅰ）

生活機能向上連携加算（Ⅱ）

1,000

ＡＤＬ維持加算（Ⅰ）

2,000

2,500

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 130

200

120

円

6

46

ＡＤＬ維持加算（Ⅱ）

28

300

200

12

23

61

20

100

円

円

円

円

10

70

250

594

150

120

100



安全対策体制加算

協力医療機関連携加算（Ⅱ） 50 円

円

1,000 円

新興感染症等施設療養費

協力医療機関連携加算（Ⅰ）

円

円

円

円100 円

50 円

50 円

円死亡日前日・前々日

初期加算

円円

2,460

死亡日 12,800

死亡日以前4～30日 1,440 円

外泊時加算

40 円

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

円

6,800

2,400

円円 246

680

144

円

72

30

看取り介護加算Ⅰ

死亡日以前31～45日 720 円

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ）

円

90 円

110 円

円

円

20 円

円

円

円

円

円

円

900

1,100

400

500

200

300

10

5

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （基本利用料+すべての加算の合算）×0.090

240

100

5

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

1280


